
令和８年度棚倉町職員（社会福祉士）採用候補者試験実施要領 

                                                         

棚倉町職員採用候補者試験を次により行います。 

                                                   

１ 試験職種及び採用予定人員 

  ○試 験 職 種・・・社会福祉士（職務経験者） 

○採用予定人員 ・・・若干名 

 

２ 受験資格 

  昭和５１年４月２日以降に生まれた者で、社会福祉士の資格を有し、社会福祉士として業務に従事した経験を概ね３年以上有する者（以下、「社会福祉士経験」

という）。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

 ⑴ 日本の国籍を有しない者 

⑵ 禁錮以上（令和７年６月１日以降は拘禁刑）の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

⑶ 本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（注１） 社会福祉士経験には、１週間あたり５日の勤務を６か月以上継続して就業していた期間が該当します。 

 （注２） 雇用形態は、正規雇用、非正規雇用等を問いません。 

 （注３） 職務経験が複数ある場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事していた場合は、いずれか一つの職歴に限ります。 

 

３ 試験の方法 

 次により行います。 

 ⑴ 第１次試験 

  ① 職務能力試験 

    論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題。 

  ② 職場適応性検査 

    職務遂行に必要な適性についての検査を行います。 

 ⑵ 第２次試験 

   第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び小論文等による試験を行います。 

 

４ 資格調査 

第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていることが正しいかどうかについて調査します。 

 

５ 試験の期日、場所及び発表 

区  分 期   日 時    間 試 験 場 結   果 

第１次試験 令和７年９月２１日（日） 

受  付     9：00 ～  9：30 

職務能力試験  10：00 ～ 11：00 

職務適応性検査 11：15 ～ 11：35 

福島市中町８番２号 

福島県自治会館 

令和７年１０月下旬に受験者

全員に通知します。 

第２次試験 第１次試験合格者に通知します。 

 

６ 採用 

最終合格者は、職員採用身体検査書の結果に異常がなければ、令和８年４月１日付けで採用の予定です。 

 

７ 給与等  

初任給は、これまでの職務経験等に応じて決定されます。この他扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当などが支給要件に応じて支給さ

れます。 

 

８ 受験手続及び受付期間 

⑴ 申込の方法及び申込用紙の請求 

① 本町公式ホームページのオンライン行政手続きのバナーから、令和８年度棚倉町職員（高校卒程度・職務経験者）採用候補者試験のページに進み、必要事項

を入力して申し込みをするか、又は本町役場総務課で交付する申込用紙に必要事項を記入して、本町役場に提出してください。申込書を郵送する場合は、その

表に「職務経験者試験申込」と朱書し、必ず簡易書留にて送付してください。 

② 受験票を受領したときは､最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６ｃｍ×横４ｃｍ）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持

参してください。（受験票がない場合、又は受験票に写真が貼っていない場合は、受験できません。） 

※ 郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「職務経験者試験申込用紙請求」と朱書し、１４０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）

を必ず同封してください。 

⑵ 受付期間 

 令和７年７月１６日（水）から同８月１５日（金）まで（執務時間中に限ります。） ※郵送での申し込みの場合、令和７年８月１５日（金）までに必着のもの

に限り受付けます。 

 

９ 試験結果の提供 

  この試験の結果については、下記のとおり、受験者本人へ閲覧により提供します。受験者本人であることを明らかにする書類（運転免許証、マイナンバーカード

等）を持参のうえ、受験者本人が直接提供場所へおいでください。 

試 験 対象者 提供内容 提供期間 提供場所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
総合得点・順位 合格者発表日から 1ケ月間 棚倉町役場総務課 

第２次試験 第２次試験受験者 

  

10 その他 

 ⑴ 受験の際は、「ＨＢ」の鉛筆と消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。 

⑵ この試験に関し不明な点は、本町役場総務課（電話０２４７－３３－２１１１）に問い合わせて下さい。 

 ⑶ 提出書類は一切返却いたしません。 

 ⑷ 受付時間は、厳守してください。 

 ⑸ 試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れを禁止します。 


